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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェアラブル機器に適用される物体識別方法であって、
　目標物体情報を取得し、前記目標物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチ
ング関係表を照会し、前記目標物体とマッチングされる識別待ち物体を確定するステップ
と、
　予め設定された条件を満足する場合、前記識別待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物
体を強調表示するステップと、を含み、
　前記予め設定された条件を満足することは、
　前記ウェアラブル機器の前記目標物体からの変化角度が予め設定された角度閾値を超え
ると検出されることを含み、
　前記予め設定された角度閾値は、
　前記ウェアラブル機器の横方向の変化角度であって、30度を超えることを特徴とする物
体識別方法。
【請求項２】
　前記目標物体情報を取得し、前記目標物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マ
ッチング関係表を照会し、前記目標物体とマッチングされる識別待ち物体を確定するステ
ップは、
　現在の目標物体を識別し、前記目標物体情報に基づいて、前記予め記憶されている物体
マッチング関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するステップ、または
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　予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パラメータに対応す
る物体情報を獲得し、前記物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係
表を照会して、時間、及び／または地点パラメータに対応する識別待ち物体を確定するス
テップ、または
　画像識別装置から送信された前記目標物体情報を受信し、前記目標物体情報に基づいて
、予め記憶されている物体マッチング関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するス
テップを含むことを特徴とする請求項１に記載の物体識別方法。
【請求項３】
　前記方法は、前記目標物体情報を取得し、前記目標物体情報に基づいて、予め記憶され
ている物体マッチング関係表を照会し、前記目標物体とマッチングされる識別待ち物体を
確定するステップの前に、
　互いにマッチングする物体間の対応関係が含まれている前記物体マッチング関係表を受
信して記憶するステップをさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の物体識別方法。
【請求項４】
　前記方法は、前記予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パ
ラメータに対応する物体情報を獲得するステップの前に、
　ユーザから入力された行為情報を受信し、前記行為情報を記憶するステップ、または
　ユーザの行為情報を収集し、前記行為情報を記憶するステップをさらに含むことを特徴
とする請求項２に記載の物体識別方法。
【請求項５】
　前記予め設定された条件を満足することは、
　前記ウェアラブル機器の強調表示ボタンがＯＮされたと検出されることを含むことを特
徴とする請求項１又は２に記載の物体識別方法。
【請求項６】
　前記予め設定された条件を満足することは、
　現在の時間が予め記憶されている行為情報に記録されている時間に到達したと検出され
ること、及び/または、
　現在の地点が対応する行為情報に記録されている地点であると検出されることを含むこ
とを特徴とする請求項４に記載の物体識別方法。
【請求項７】
　前記識別待ち物体を強調表示することは、
　前記識別待ち物体の局部、または全部を拡大表示すること、または
　前記識別待ち物体を点滅表示することを含むことを特徴とする請求項１に記載の物体識
別方法。
【請求項８】
　目標物体情報を獲得するステップと、
　ウェアラブル機器に前記目標物体情報を送信して、前記ウェアラブル機器が前記目標物
体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係表を照会し、前記目標物体と
マッチングされる識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満足する場合、前記識別
待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表示するようにするステップと、を含み
、
　前記予め設定された条件を満足することは、
　前記ウェアラブル機器の前記目標物体からの変化角度が予め設定された角度閾値を超え
ると検出されることを含み、
　前記予め設定された角度閾値は、
　前記ウェアラブル機器の横方向の変化角度であって、30度を超えることを特徴とする物
体識別方法。
【請求項９】
　前記目標物体情報を獲得するステップは、
　現在の視野範囲内の物体情報をスキャンするステップと、
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　スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体情報表にあるか否かを確
認し、ある場合、前記物体情報が目標物体情報であると確認するステップと、
を含むことを特徴とする請求項８に記載の物体識別方法。
【請求項１０】
　前記方法は、スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体情報表にあ
るか否かを確認するステップの前に、
　識別待ち物体とマッチングする物体情報が含まれている前記目標物体情報表を受信して
記憶するステップをさらに含むことを特徴とする請求項９に記載の物体識別方法。
【請求項１１】
　ウェアラブル機器に適用される物体識別装置であって、
　目標物体情報を取得し、前記目標物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチ
ング関係表を照会し、前記目標物体とマッチングされる識別待ち物体を確定するように構
成される確定モジュールと、
　予め設定された条件を満足する場合、前記確定モジュールにより確定された前記識別待
ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表示するように構成される表示モジュール
と、
　を含み、
　前記表示モジュールは、
　前記ウェアラブル機器の前記目標物体からの変化角度を検出されるように構成される第
１の検出サブモジュールを含み、
　前記予め設定された条件を満足することは、
　前記変化角度が予め設定された角度閾値を超えると前記第１の検出サブモジュールに検
出されることを含み、
　前記予め設定された角度閾値は、
　前記ウェアラブル機器の横方向の変化角度であって、30度を超えることを特徴とする物
体識別装置。
【請求項１２】
　前記確定モジュールは、
　現在の目標物体を識別し、前記目標物体情報に基づいて、前記予め記憶されている物体
マッチング関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するように構成される第１の確定
サブモジュール、または
　予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パラメータに対応す
る物体情報を獲得し、前記物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係
表を照会して、時間、及び／または地点パラメータに対応する識別待ち物体を確定するよ
うに構成される第２の確定サブモジュール、または
　画像識別装置から送信された前記目標物体情報を受信し、前記目標物体情報に基づいて
、予め記憶されている物体マッチング関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するよ
うに構成される第３の確定サブモジュールを含むことを特徴とする請求項１１に記載の物
体識別装置。
【請求項１３】
　前記確定モジュールが前記識別待ち物体を確定する前に、互いにマッチングする物体間
の対応関係が含まれている前記物体マッチング関係表を受信して記憶するように構成され
る第１の記憶モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項１２に記載の物体識別装置
。
【請求項１４】
　前記第２の確定サブモジュールが予め記憶されている行為情報に基づいて時間、及び／
または地点パラメータに対応する物体情報を獲得する前に、ユーザから入力された行為情
報を受信し、前記行為情報を記憶するか、またはユーザの行為情報を収集し、前記行為情
報を記憶するように構成される第２の記憶モジュールをさらに含むことを特徴とする請求
項１２に記載の物体識別装置。
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【請求項１５】
　前記表示モジュールは、
　前記ウェアラブル機器の強調表示ボタンがＯＮされたと検出するように構成される第２
の検出サブモジュールを含むことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の物体識別装置
。
【請求項１６】
　前記表示モジュールは、
　現在の時間が予め記憶されている行為情報に記録されている時間に到達したと検出する
か、及び／または現在の地点が対応する行為情報に記録されている地点であると検出する
ように構成される第３の検出サブモジュールを含むことを特徴とする請求項１４に記載の
物体識別装置。
【請求項１７】
　前記表示モジュールは、
　前記識別待ち物体の局部、または全部を拡大表示するように構成される第１の表示サブ
モジュール、または
　前記識別待ち物体を点滅表示するように構成される第２の表示サブモジュールを含むこ
とを特徴とする請求項１１に記載の物体識別装置。
【請求項１８】
　目標物体情報を獲得するように構成される獲得モジュールと、
　ウェアラブル機器に前記獲得モジュールにより獲得された前記目標物体情報を送信して
、前記ウェアラブル機器が前記目標物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチ
ング関係表を照会し、前記目標物体とマッチングされる識別待ち物体を確定し、予め設定
された条件を満足する場合、前記識別待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表
示するように構成される送信モジュールと、を含み、
　前記予め設定された条件を満足することは、
　前記ウェアラブル機器の前記目標物体からの変化角度が予め設定された角度閾値を超え
ると検出されることを含み、
　前記予め設定された角度閾値は、
　前記ウェアラブル機器の横方向の変化角度であって、30度を超えることを特徴とする物
体識別装置。
【請求項１９】
　前記獲得モジュールは、
　現在の視野範囲内の物体情報をスキャンするように構成されるスキャンサブモジュール
と、
　前記スキャンサブモジュールがスキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目
標物体情報表にあるか否かを確認し、ある場合、前記物体情報が目標物体情報であると確
認するように構成される確認サブモジュールと、
　を含むことを特徴とする請求項１８に記載の物体識別装置。
【請求項２０】
　前記獲得モジュールは、
　スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体情報表にあるか否かを前
記確認サブモジュールが確認する前に、識別待ち物体とマッチングする物体情報が含まれ
ている前記目標物体情報表を受信して記憶するように構成される記憶サブモジュールをさ
らに含むことを特徴とする請求項１９に記載の物体識別装置。
【請求項２１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を含み、
　前記プロセッサは、
　目標物体情報を取得し、前記目標物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチ
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ング関係表を照会し、前記目標物体とマッチングされる識別待ち物体を確定し、
　予め設定された条件を満足する場合、前記識別待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物
体を強調表示するように構成され、
　前記予め設定された条件を満足することは、
　ウェアラブル機器の前記目標物体からの変化角度が予め設定された角度閾値を超えると
検出されることを含み、
　前記予め設定された角度閾値は、
　前記ウェアラブル機器の横方向の変化角度であって、30度を超えることを特徴とする物
体識別装置。
【請求項２２】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を含み、
　前記プロセッサは、
　目標物体情報を獲得し、
　ウェアラブル機器に前記目標物体情報を送信して、前記ウェアラブル機器が前記目標物
体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係表を照会し、前記目標物体と
マッチングされる識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満足する場合、前記識別
待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表示するように構成され、
　前記予め設定された条件を満足することは、
　前記ウェアラブル機器の前記目標物体からの変化角度が予め設定された角度閾値を超え
ると検出されることを含み、
　前記予め設定された角度閾値は、
　前記ウェアラブル機器の横方向の変化角度であって、30度を超えることを特徴とする物
体識別装置。
【請求項２３】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１～１０のいずれかに記載の物体識別方法
を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１５１０２５３９２９．Ｘであって、出願日が２０１５年
５月１８日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内
容を本願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、ウェアラブル機器の技術分野に関するものであり、特に、物体識別方法、装
置、プログラム及び記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　現実生活において、リモコン、ナイフなどのよく使うが適当に置いてしまう物体につい
て、置いた位置を忘れてしまうか、他の人により移動されて、容易に探し出せない場合が
あり、これは、ユーザに無駄な手数をかける。
【０００４】
　現在、主に音響制御の方法で物体を探すが、その実現過程は、物体に１つの音響制御装
置を取り付け、トリガー条件を満足する場合、物体に取り付けられている音響制御装置が
ＯＮされて音響を出すことによって、ユーザが物体を探し出すことができるようにする。
【０００５】
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　しかしながら、このような方式は、物体に音響制御装置を予め取り付けなければならず
、探し出そうとする物体が比較的多い場合、必要な音響制御装置も比較的多くなり、実現
手段が複雑であり、不便である。従って、現在、簡易に効果的に物体を探す方式が必要で
ある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の実施例は、現在物体を探す手段が複雑であり、不便な問題を解決するための物
体識別方法、装置、プログラム及び記録媒体を提供する。
【０００７】
　本発明の実施例の第１の局面によると、ウェアラブル機器に適用される物体識別方法を
提供し、当該方法は、
　識別待ち物体を確定するステップと、
　予め設定された条件を満足する場合、前記識別待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物
体を強調表示するステップと、を含む。
【０００８】
　１つの実施例において、前記識別待ち物体を確定するステップは、
　現在の物体を識別し、現在の物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング
関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するステップ、または
　予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パラメータに対応す
る物体情報を獲得し、前記物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係
表を照会して、時間、及び／または地点パラメータに対応する識別待ち物体を確定するス
テップ、または
　画像識別装置から送信された目標物体情報を受信し、前記目標物体情報に基づいて、予
め記憶されている物体マッチング関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するステッ
プを含んでもよい。
【０００９】
　１つの実施例において、前記方法は、前記識別待ち物体を確定するステップの前に、
　互いにマッチングする物体間の対応関係が含まれている前記物体マッチング関係表を受
信して記憶するステップをさらに含んでもよい。
【００１０】
　１つの実施例において、前記方法は、前記予め記憶されている行為情報に基づいて、時
間、及び／または地点パラメータに対応する物体情報を獲得するステップの前に、
　ユーザから入力された行為情報を受信し、前記行為情報を記憶するステップ、または
　ユーザの行為情報を収集し、前記行為情報を記憶するステップをさらに含んでもよい。
【００１１】
　１つの実施例において、前記予め設定された条件を満足することは、
　前記ウェアラブル機器の変化角度が予め設定された角度閾値を超えると検出されること
、または
　前記ウェアラブル機器の強調表示ボタンがＯＮされたと検出されることを含んでもよい
。
【００１２】
　１つの実施例において、前記予め設定された条件を満足することは、
　現在の時間が予め記憶されている行為情報に記録されている時間に到達したと検出され
ること、及び/または、
　現在の地点が対応する行為情報に記録されている地点であると検出されることを含んで
もよい。
【００１３】
　１つの実施例において、前記識別待ち物体を強調表示することは、
　前記識別待ち物体の局部、または全部を拡大表示すること、または
　前記識別待ち物体を点滅表示することを含んでもよい。
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【００１４】
　本発明の実施例の第２の局面によると、物体識別方法を提供し、当該物体識別方法は、
　目標物体情報を獲得するステップと、
　ウェアラブル機器に前記目標物体情報を送信して、前記ウェアラブル機器が前記目標物
体情報に基づいて識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満足する場合、前記識別
待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表示するようにするステップと、を含む
。
【００１５】
　１つの実施例において、前記目標物体情報を獲得するステップは、
　現在の視野範囲内の物体情報をスキャンするステップと、
　スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体情報表にあるか否かを確
認し、ある場合、前記物体情報が目標物体情報であると確認するステップと、を含んでも
よい。
【００１６】
　１つの実施例において、前記方法は、スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されて
いる目標物体情報表にあるか否かを確認するステップの前に、
　識別待ち物体とマッチングする物体情報が含まれている前記目標物体情報表を受信して
記憶するステップをさらに含んでもよい。
【００１７】
　本発明の実施例の第３の局面によると、ウェアラブル機器に適用される物体識別装置を
提供し、当該装置は、
　識別待ち物体を確定するように構成される確定モジュールと、
　予め設定された条件を満足する場合、前記確定モジュールにより確定された前記識別待
ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表示するように構成される表示モジュール
と、を含む。
【００１８】
　１つの実施例において、前記確定モジュールは、
　現在の物体を識別し、現在の物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング
関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するように構成される第１の確定サブモジュ
ール、または
　予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パラメータに対応す
る物体情報を獲得し、前記物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係
表を照会して、時間、及び／または地点パラメータに対応する識別待ち物体を確定するよ
うに構成される第２の確定サブモジュール、または
　画像識別装置から送信された目標物体情報を受信し、前記目標物体情報に基づいて、予
め記憶されている物体マッチング関係表を照会して、前記識別待ち物体を確定するように
構成される第３の確定サブモジュールを含んでもよい。
【００１９】
　１つの実施例において、前記装置は、前記確定モジュールが前記識別待ち物体を確定す
る前に、互いにマッチングする物体間の対応関係が含まれている前記物体マッチング関係
表を受信して記憶するように構成される第１の記憶モジュールをさらに含んでもよい。
【００２０】
　１つの実施例において、前記装置は、前記第２の確定サブモジュールが予め記憶されて
いる行為情報に基づいて時間、及び／または地点パラメータに対応する物体情報を獲得す
る前に、ユーザから入力された行為情報を受信し、前記行為情報を記憶するか、またはユ
ーザの行為情報を収集し、前記行為情報を記憶するように構成される第２の記憶モジュー
ルをさらに含んでもよい。
【００２１】
　１つの実施例において、前記表示モジュールは、
　前記ウェアラブル機器の変化角度が予め設定された角度閾値を超えると検出するように
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構成される第１の検出サブモジュール、または
　前記ウェアラブル機器の強調表示ボタンがＯＮされたと検出するように構成される第２
の検出サブモジュールを含んでもよい。
【００２２】
　１つの実施例において、前記表示モジュールは、
　現在の時間が予め記憶されている行為情報に記録されている時間に到達したと検出する
か、及び／または現在の地点が対応する行為情報に記録されている地点であると検出する
ように構成される第３の検出サブモジュールを含んでもよい。
【００２３】
　１つの実施例において、前記表示モジュールは、
　前記識別待ち物体の局部、または全部を拡大表示するように構成される第１の表示サブ
モジュール、または
　前記識別待ち物体を点滅表示するように構成される第２の表示サブモジュールを含んで
もよい。
【００２４】
　本発明の実施例の第４の局面によると、物体識別装置を提供し、当該装置は、
　目標物体情報を獲得するように構成される獲得モジュールと、
　ウェアラブル機器に前記獲得モジュールにより獲得された前記目標物体情報を送信して
、前記ウェアラブル機器が前記目標物体情報に基づいて識別待ち物体を確定し、予め設定
された条件を満足する場合、前記識別待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表
示するように構成される送信モジュールと、を含む。
【００２５】
　１つの実施例において、前記獲得モジュールは、
　現在の視野範囲内の物体情報をスキャンするように構成されるスキャンサブモジュール
と、
　前記スキャンサブモジュールがスキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目
標物体情報表にあるか否かを確認し、ある場合、前記物体情報が目標物体情報であると確
認するように構成される確認サブモジュールと、を含んでもよい。
【００２６】
　１つの実施例において、前記獲得モジュールは、
　スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体情報表にあるか否かを前
記確認サブモジュールが確認する前に、識別待ち物体とマッチングする物体情報が含まれ
ている前記目標物体情報表を受信して記憶するように構成される記憶サブモジュールをさ
らに含んでもよい。
【００２７】
　本発明の実施例の第５の局面によると、物体識別装置を提供し、当該装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
　前記プロセッサは、
　識別待ち物体を確定し、
　予め設定された条件を満足する場合、前記識別待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物
体を強調表示するように構成される。
【００２８】
　本発明の実施例の第６の局面によると、物体識別装置を提供し、当該装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサにより実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
　前記プロセッサは、
　目標物体情報を獲得し、
　ウェアラブル機器に前記目標物体情報を送信して、前記ウェアラブル機器が前記目標物
体情報に基づいて識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満足する場合、前記識別
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待ち物体を位置決定し、前記識別待ち物体を強調表示するように構成される。
　本発明の実施例の第６の局面によると、プロセッサに実行されることにより、前記の物
体識別方法を実現することを特徴とするプログラムを提供する。
　本発明の実施例の第７の局面によると、前記のプログラムが記録された記録媒体を提供
する。
【００２９】
　本発明の実施例に係る技術案は、下記の有益な効果を有する。識別待ち物体を確定し、
予め設定された条件を満足する場合、識別待ち物体を位置決定し、識別待ち物体を強調表
示することによって、ユーザが対応する物体を適時に探し出すようにする。これからわか
るように、本実施例は、実現手段が簡易で、効果的であり、必要な物体をユーザが非常に
容易に探し出すように助けることができる。
【００３０】
　以上の一般的な記述と、以下の詳細の記述は、ただ例示的なものであって、本発明を限
定するものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　ここの図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部分を構成し、本発明に該当する実施
例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈するために用いられる。
【００３２】
【図１】１つの例示的な実施例に係る物体識別方法のフローチャートである。
【図２】１つの例示的な実施例に係る物体識別方法の場面図である。
【図３】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別方法のフローチャートである。
【図４】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別方法のフローチャートである。
【図５】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別方法の場面図である。
【図６】１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別方法のフローチャートである。
【図７】１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別方法のフローチャートである。
【図８】１つの例示的な実施例に係る物体識別装置のブロック図である。
【図９Ａ】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図である。
【図９Ｂ】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図である。
【図９Ｃ】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図である。
【図９Ｄ】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図である。
【図９Ｅ】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図である。
【図９Ｆ】１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図である。
【図１０】１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別装置のブロック図である。
【図１１Ａ】１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別装置のブロック図である。
【図１１Ｂ】１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別装置のブロック図である。
【図１２】１つの例示的な実施例に係る物体識別用装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　ここで、図面に示される例示的な実施例について詳細に説明する。以下、図面に関連し
て説明する際に、特別な説明がない限り、異なる図面での同一符号は、同一または類似な
要素を示す。以下の例示的な実施例で記載する実施例は、本発明に一致する全ての実施例
を代表するわけではない。かえって、それらは、添付される特許請求の範囲で詳細に記載
される本発明の一部の態様に一致する装置、及び方法の例に過ぎない。
【００３４】
　図１は、１つの例示的な実施例に係る物体識別方法のフローチャートであり、図１に示
されたように、当該物体識別方法は、ウェアラブル機器に適用されることができ、ここで
、当該ウェアラブル機器は、スマートメガネ、スマートヘルメットなどを含むが、これに
限定されず、当該物体識別方法は、下記のステップＳ１０１～Ｓ１０２を含む。
【００３５】
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　ステップＳ１０１において、識別待ち物体を確定する。
【００３６】
　当該実施例において、ウェアラブル機器が識別待ち物体を確定する方式は、いろいろあ
り、例えば、まず現在の物体を識別し、現在の物体情報に基づいて、予め記憶されている
物体マッチング関係表を照会して、識別待ち物体を確定する。
【００３７】
　例を挙げると、ユーザがテレビのリモコンを探そうとする場合、まずスマートメガネを
着用した後、一定の期間、例えば３秒テレビを注視して、現在の物体がテレビであるとス
マートメガネが識別するようにし、その後、物体マッチング関係表を照会することによっ
て、現在の識別待ち物体を確定することができる。ここで、物体マッチング関係表に記憶
されているのは、互いにマッチングする物体間の対応関係である。
【００３８】
　説明すべきなことは、現在の物体、例えばテレビを一定の期間、例えば３秒以上注視す
る必要があるのは、識別効率を向上させるためである。即ち、ユーザがスマートメガネを
着用して物体Ａとマッチングする物体を探そうとするが、無意識的に先にＢ物体を１秒注
視した場合、もし注視期間について限定せずに直接識別すると、スマートメガネは、まず
物体Ｂを識別してしまい、これは、スマートメガネの識別効率を低下させる。
【００３９】
　また、物体マッチング関係表を照会する前に、当該方法は、上記物体マッチング関係表
を記憶するステップをさらに含んでもよい。
【００４０】
　ステップＳ１０２において、予め設定された条件を満足する場合、識別待ち物体を位置
決定し、識別待ち物体を強調表示する。
【００４１】
　当該実施例において、予め設定された条件とは、ウェアラブル機器が物体を強調表示す
るようにトリガーする条件である。例えば、ウェアラブル機器の変化角度が予め設定され
た角度閾値を超える条件であってもよく、ウェアラブル機器の強調表示ボタンがＯＮされ
る条件などであってもよい。ここで、当該予め設定された角度閾値は、需要によって柔軟
に設定することができる。
【００４２】
　スマートメガネが物体を強調表示する条件を満足する場合、識別待ち物体、例えばリモ
コンの位置を自動的に探し出すことができ、その後、対応する位置に当該物体を強調表示
して、ユーザが当該物体を適時に探し出すようにする。ここで、対応する位置は、当該物
体との距離が予め設定された範囲内にある位置であってもよい。ここで、予め設定された
範囲は、１ｃｍ、３ｃｍなどであってもよく、具体的には、物体のサイズなどの要素に基
づいて柔軟に設定することができる。物体を強調表示する方式は、当該物体を拡大表示す
る方式であってもよく、当該物体の局部を拡大表示する方式であってもよく、当該物体を
点滅表示する方式、即ち、当該物体をまず拡大してから縮小し、その後また拡大して表示
する方式であってもよい。上記は、ただ強調表示の例であり、本実施例は、強調表示の方
式について限定しない。
【００４３】
　以下、図２と組み合わせて、本発明について例示的な説明を行う。図２に示されたよう
に、ユーザがテレビのリモコンを探し出せない場合、スマートメガネ２１を着用した後、
テレビ２２を一定の期間、例えば５秒注視すると、スマートメガネ２１は、ユーザが現在
注視している物体がテレビ２２であると識別し、その後、物体マッチング関係表を照会し
て、ユーザが探そうとする物体（即ち、スマートメガネが識別すべきな物体）がテレビ２
２とマッチングするリモコン２３であると確定し、ユーザが頭を振り返ると、即ち、スマ
ートメガネ２１が自分の変化角度が予め設定された角度閾値より大きいと検出すると、言
い換えると、物体を強調表示するトリガー条件を満足すると、リモコン２３を位置決定し
、視野内に当該リモコン２３を拡大表示する。拡大表示する方式としては、図２に示され
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たように、リモコン２３が位置する箇所に１つの気泡が出てくるようにした後、気泡に拡
大されたリモコンを表示してもよい。
【００４４】
　これからわかるように、ユーザは、上記方法を通じて、必要な物体を適時に容易に探し
出すことができ、特に、ユーザの視力がよくない、ユーザが所在する環境の採光がよくな
い、又は識別待ち物体の近くに物体が比較的多いなどの状況に適する。
【００４５】
　上記物体識別方法の実施例において、識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満
足する場合、識別待ち物体を位置決定し、識別待ち物体を強調表示することによって、ユ
ーザが対応する物体を適時に探し出すようにする。これから分かるように、本実施例は、
実現手段が簡易で、効果的であり、必要な物体をユーザが非常に容易に探し出すように助
けることができる。
【００４６】
　１つの実施例において、識別待ち物体を確定するステップは、
　現在の物体を確定し、現在の物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング
関係表を照会して、識別待ち物体を確定するステップ、または、
　予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パラメータに対応す
る物体情報を獲得し、物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係表を
照会して、時間、及び／または地点パラメータに対応する識別待ち物体を確定するステッ
プ、または、
　画像識別装置から送信された目標物体情報を受信し、目標物体情報に基づいて、予め記
憶されている物体マッチング関係表を照会して、識別待ち物体を確定するステップを含ん
でもよい。
【００４７】
　１つの実施例において、識別待ち物体を確定する前に、当該方法は、
　互いにマッチングする物体間の対応関係が含まれている物体マッチング関係表を記憶す
るステップをさらに含んでもよい。
　１つの実施例において、予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または
地点パラメータに対応する物体情報を獲得する前に、当該方法は、
　ユーザから入力された行為情報を受信し、行為情報を記憶するステップ、または、
　ユーザの行為情報を収集し、行為情報を記憶するステップをさらに含んでもよい。
【００４８】
　１つの実施例において、予め設定された条件を満足することは、
　ウェアラブル機器の変化角度が予め設定された角度閾値を超えると検出されること、又
は、
　ウェアラブル機器の強調表示ボタンがＯＮされたと検出されることを含んでもよい。
【００４９】
　１つの実施例において、予め設定された条件を満足することは、
　現在の時間が予め記憶されている行為情報に記録されている時間に到達したと検出され
ること、及び／または、
　現在の地点が対応する行為情報に記録されている地点であると検出されることを含んで
もよい。
【００５０】
　１つの実施例において、識別待ち物体を強調表示することは、
　識別待ち物体の局部、又は全部を拡大表示すること、または、
　識別待ち物体を点滅表示することを含んでもよい。
【００５１】
　具体的に如何に簡易に効果的に物体を識別するかについては、後の実施例を参照すれば
よい。
【００５２】
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　以上、本発明の実施例に係る上記方法は、必要な物体をユーザが非常に容易に探し出す
ように助けることができる。
【００５３】
　下記に具体的な実施例を通じて、本発明の実施例に係る技術案を説明する。
【００５４】
　図３は、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別方法のフローチャートであり、図３
に示されたように、下記のステップＳ３０１～Ｓ３０３を含む。
【００５５】
　ステップＳ３０１において、ユーザの行為情報を獲得して記憶する。
【００５６】
　当該実施例において、ウェアラブル機器、例えばスマートメガネは、ユーザから手動に
て入力された行為情報を受信し、当該行為情報を記憶してもよく、時間同期化、ＧＰＳ測
位、画面識別などの方式でユーザの行為情報を自動に記録してもよい。
【００５７】
　ここで、行為情報は、ユーザがある時間帯にある地点で実行するある物体と関連する行
為、例えばユーザが毎週の金曜日の夜７時～１１時に自宅の客間でサッカー試合を観覧す
ることを好む行為であってもよく、ユーザがある時間帯に実行するある物体と関連する行
為であってもよく、ユーザがある地点で実行するある物体と関連する行為であってもよい
。
【００５８】
　ステップＳ３０２において、予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／ま
たは地点パラメータに対応する物体情報を獲得し、物体情報に基づいて、予め記憶されて
いる物体マッチング関係表を照会して、時間、及び／または地点パラメータに対応する識
別待ち物体を確定する。
【００５９】
　当該実施例において、ウェアラブル機器、例えばスマートメガネは、予め記憶されてい
る行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パラメータに対応する物体情報を獲得す
ることができる。例えば、「ユーザが毎週の金曜日の夜７時～１１時に自宅の客間でサッ
カー試合を観覧することを好む」という行為情報に基づいて、毎週の金曜日の夜７時～１
１時、自宅の客間に対応する物体情報がテレビであることを獲得し、その後、テレビと物
体マッチング関係表に基づいて、識別待ち物体がリモコンであることが分かる。
【００６０】
　ステップＳ３０３において、予め設定された条件を満足する場合、識別待ち物体を位置
決定し、識別待ち物体を強調表示する。
【００６１】
　当該実施例において、スマートメガネは、現在の時間が予め記憶されている行為情報に
記録されている時間に到達したか、及び／または現在の地点が予め記憶されている行為情
報に記録されている地点であると検出される場合、識別待ち物体、例えばリモコンの位置
を自動に探し出し、その後、対応する位置に当該物体を強調表示して、ユーザが当該物体
を適時に探し出すようにする。ここで、対応する位置は、当該物体との距離が予め設定さ
れた範囲内にある位置であってもよく、ここで、予め設定された範囲は、２ｃｍ、４ｃｍ
などであってもよい。物体を強調表示する方式は、当該物体を拡大表示する方式であって
もよく、当該物体の局部を拡大表示する方式であってもよく、当該物体を点滅表示する方
式、即ち、当該物体をまず拡大してから縮小し、その後また拡大して表示する方式などで
あってもよい。
【００６２】
　これからわかるように、上記実施例において、ウェアラブル機器、例えばスマートメガ
ネは、ユーザにより記録された行為情報に基づいて、記録された特定の時間内に、ユーザ
が探す物体を強調表示して、必要な物体をユーザが容易に探し出すようにする。
【００６３】
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　図４は、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別方法のフローチャートである。図４
に示されたように、下記のステップＳ４０１～Ｓ４０３を含む。
【００６４】
　ステップＳ４０１において、物体マッチング関係表を受信して記憶する。
【００６５】
　当該実施例において、ウェアラブル機器、例えばスマートメガネは、ユーザから入力さ
れた物体マッチング関係表を受信し、当該物体マッチング関係表を記憶することができる
。
【００６６】
　ステップＳ４０２において、画像識別装置から送信された目標物体情報を受信し、目標
物体情報に基づいて上記物体マッチング関係表を照会して、識別待ち物体を確定する。
【００６７】
　当該実施例において、ユーザがウェアラブル機器、例えばスマートメガネを用いて物体
を識別する場合、当該物体がスマートメガネに見えない場合がある。例えば、ユーザの吸
煙時、スマートメガネは、タバコを識別することができない。当該問題を解決するために
、別の装置、即ちカメラなどの画像識別装置を用いて、目標物体、例えばタバコを識別し
、その後、スマートメガネに目標物体情報を送信することができ、スマートメガネは、当
該目標物体情報を受信した後、上記物体マッチング関係表を照会することによって、識別
待ち物体を確定する。
【００６８】
　説明すべきなことは、ウェアラブル機器、例えばスマートメガネは、同時に複数の物体
を識別することができる。例えば、上記方式によって、タバコとマッチングする物体、即
ちライターを識別することができ、図１又は図３に示された実施例の方式を通じて、テレ
ビとマッチングする物体、即ちリモコンを識別することができる。
【００６９】
　ステップＳ４０３において、予め設定された条件を満足する場合、識別待ち物体を位置
決定し、識別待ち物体を強調表示する。
【００７０】
　当該実施例において、ウェアラブル機器の変化角度が予め設定された角度閾値、例えば
３０度を超える場合に、識別待ち物体、例えばリモコンの位置を自動に探し出し、その後
、対応する位置に当該物体を強調表示してもよく、ウェアラブル機器の強調表示ボタンが
ＯＮされた場合に、識別待ち物体、例えばリモコンの位置を自動に探し出し、その後、対
応する位置に当該物体を強調表示してもよい。
【００７１】
　ここで、物体を強調表示する方式は、当該物体を拡大表示する方式であってもよく、当
該物体の局部を拡大表示する方式であってもよく、当該物体を点滅表示する方式などであ
ってもよい。
【００７２】
　下記に図５と組み合わせて、本発明について例示的な説明を行う。図５に示されたよう
に、ユーザが客間でテレビを視聴している時、口にタバコ５０をくわえているがライター
を探し出せない場合、ユーザがスマートメガネ５１を着用してライターを探すとしても、
スマートメガネ５１は、タバコを識別することができない。しかし、客間に位置している
カメラ５２は、タバコ５０を識別することができ、識別したタバコ５０がカメラ５２に記
憶されている目標物体情報表にあることを確認すると、ブルートゥース、ワイファイ（ｗ
ｉｆｉ）などの方式でスマートメガネ５１にタバコ５０の情報を送信し、スマートメガネ
は、タバコ５０の情報を受信した後、予め記憶されている物体マッチング関係表を照会す
ることによって、タバコ５０とマッチングする物体がライターであることを獲得すると、
視野内にライターを自動に拡大表示する。
【００７３】
　これからわかるように、ユーザは、カメラなどの画像識別装置とスマートメガネを用い
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て、必要な物体を容易に探し出すことができる。
【００７４】
　図６は、１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別方法のフローチャートであり
、当該方法は、画像識別装置に適用されることができ、ここで、画像識別装置は、カメラ
を含むが、これに限定されず、当該方法は、下記のステップＳ６０１～Ｓ６０２を含む。
【００７５】
　ステップＳ６０１において、目標物体情報を獲得する。
【００７６】
　当該実施例において、目標物体情報とは、スマートメガネが識別できない物体であり、
即ち、探そうとする物体とマッチングする物体、例えば図５におけるタバコである。
【００７７】
　ステップＳ６０２において、ウェアラブル機器に目標物体情報を送信して、ウェアラブ
ル機器が目標物体情報に基づいて識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満足する
場合、識別待ち物体を位置決定し、識別待ち物体を強調表示するようにする。
【００７８】
　当該実施例において、画像識別装置は、目標物体情報を獲得した後、ブルートゥース、
ｗｉｆｉなどの方式で、ウェアラブル機器、例えばスマートメガネに目標物体情報を送信
することができる。
【００７９】
　ウェアラブル機器が目標物体情報を受信した後、識別待ち物体を確定し、識別待ち物体
を強調表示する過程は、図１に示された実施例を参照すればよく、ここで記述しない。
【００８０】
　上記物体識別方法の実施例において、目標物体情報を獲得し、ウェアラブル機器に目標
物体情報を送信して、ウェアラブル機器が目標物体情報に基づいて識別待ち物体を確定し
、予め設定された条件を満足する場合、識別待ち物体を位置決定し、識別待ち物体を強調
表示するようにして、ユーザが対応する物体を適時に探し出すようにする。これからわか
るように、本実施例は、実現手段が簡易で、効果的であり、必要な物体をユーザが非常に
容易に探し出すように助けることができる。
【００８１】
　１つの実施例において、目標物体情報を獲得するステップは、
　現在の視野範囲内の物体情報をスキャンし、スキャンして獲得した物体情報が予め記憶
されている目標物体情報表にあるか否かを確認し、ある場合、物体情報が目標物体情報で
あると確認するステップを含んでもよい。
【００８２】
　１つの実施例において、スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体
情報表にあるか否かを確認する前に、
　識別待ち物体とマッチングする物体情報が含まれている目標物体情報表を受信して記憶
するステップをさらに含む。
【００８３】
　図７は、１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別方法のフローチャートであり
、当該方法は、カメラに適用されることができ、当該方法は、下記のステップＳ７０１～
Ｓ７０３を含む。
【００８４】
　ステップＳ７０１において、目標物体情報表を受信して記憶する。
【００８５】
　当該実施例において、カメラが目標物体情報表を記憶するのは、識別した物体が目標物
体であるか否かを確定するためである。
【００８６】
　ステップＳ７０２において、現在の視野範囲内の物体情報をスキャンし、スキャンして
獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体情報表にあると確認した場合、当該物体
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情報が目標物体情報であると確認する。
【００８７】
　当該実施例において、カメラは、現在の視野範囲内の物体情報をスキャンし、物体Ａを
スキャンし、且つ物体Ａが目標物体情報表にある場合、当該物体Ａは、目標物体であり、
物体Ａが目標物体情報表にない場合、当該物体Ａは、目標物体ではない。
【００８８】
　ステップＳ７０３において、ウェアラブル機器に目標物体情報を送信して、ウェアラブ
ル機器が目標物体情報に基づいて識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満足する
場合、識別待ち物体を位置決定し、識別待ち物体を強調表示するようにする。
【００８９】
　当該実施例において、カメラは、物体Ａが目標物体であると確定した後、ウェアラブル
機器、例えばスマートメガネに物体Ａの情報を送信し、ウェアラブル機器は、物体Ａ、例
えばタバコの情報を受信した後、タバコとマッチングする情報がライターであると確定し
、ユーザが頭を振り返ると、即ちスマートメガネの変化角度が予め設定された角度閾値を
超えると、ライターを点滅表示する。
【００９０】
　上記物体識別方法の実施例において、目標物体情報表を記憶して目標物体情報を獲得し
、ウェアラブル機器に目標物体情報を送信して、ウェアラブル機器が目標物体情報に基づ
いて識別待ち物体を確定し、予め設定された条件を満足する場合、識別待ち物体を位置決
定し、識別待ち物体を強調表示するようにすることによって、ユーザが対応する物体を適
時に探し出すようにする。これからわかるように、本実施例は、実現手段が簡易で、効果
的であり、必要な物体をユーザが非常に容易に探し出すように助けることができる。
【００９１】
　図８は、１つの例示的な実施例に係る物体識別装置のブロック図であり、当該装置は、
ウェアラブル機器に適用されることができ、図８に示されたように、当該物体識別装置は
、確定モジュール８１、及び表示モジュール８２を含む。
【００９２】
　確定モジュール８１は、識別待ち物体を確定するように構成される。
【００９３】
　表示モジュール８２は、予め設定された条件を満足する場合、確定モジュール８１によ
り確定された識別待ち物体を位置決定し、識別待ち物体を強調表示するように構成される
。
【００９４】
　図９Ａは、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図であり、図９Ａ
に示されたように、上記図８に示された実施例を基礎にして、確定モジュール８１は、
　現在の物体を識別し、現在の物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング
関係表を照会して、識別待ち物体を確定するように構成される第１の確定サブモジュール
８１１、または
　予め記憶されている行為情報に基づいて、時間、及び／または地点パラメータに対応す
る物体情報を獲得し、物体情報に基づいて、予め記憶されている物体マッチング関係表を
照会して、時間、及び／または地点パラメータに対応する識別待ち物体を確定するように
構成される第２の確定サブモジュール８１２、または
　画像識別装置から送信された目標物体情報を受信し、目標物体情報に基づいて、予め記
憶されている物体マッチング関係表を照会して、識別待ち物体を確定するように構成され
る第３の確定サブモジュール８１３を含んでもよい。
【００９５】
　図９Ｂは、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図であり、図９Ｂ
に示されたように、上記図９Ａに示された実施例を基礎にして、当該装置は、
　確定モジュール８１が識別待ち物体を確定する前に、互いにマッチングする物体間の対
応関係が含まれている物体マッチング関係表を受信して記憶するように構成される第１の
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記憶モジュール８３をさらに含んでもよい。
【００９６】
　図９Ｃは、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図であり、図９Ｃ
に示されたように、上記図９Ａに示された実施例を基礎にして、当該装置は、
　第２の確定サブモジュール８１２が予め記憶されている行為情報に基づいて時間、及び
／または地点パラメータに対応する物体情報を獲得する前に、ユーザから入力された行為
情報を受信し、行為情報を記憶するか、またはユーザの行為情報を収集し、行為情報を記
憶するように構成される第２の記憶モジュール８４をさらに含んでもよい。
【００９７】
　図９Ｄは、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図であり、図９Ｄ
に示されたように、上記図８に示された実施例を基礎にして、当該表示モジュール８２は
、
　ウェアラブル機器の変化角度が予め設定された角度閾値を超えると検出するように構成
される第１の検出サブモジュール８２１、または
　ウェアラブル機器の強調表示ボタンがＯＮされたと検出するように構成される第２の検
出サブモジュール８２２を含む。
【００９８】
　また、図９Ａの表示モジュール８２も、第１の検出サブモジュール８２１、または第２
の検出サブモジュール８２２を含んでもよいが、図面に示さない。
【００９９】
　図９Ｅは、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図であり、図９Ｅ
に示されたように、上記図９Ｃに示された実施例を基礎にして、表示モジュール８２は、
　現在の時間が予め記憶されている行為情報に記録されている時間に到達したと検出する
か、及び／または現在の地点が対応する行為情報に記録されている地点であると検出する
ように構成される第３の検出サブモジュール８２３を含んでもよい。
【０１００】
　図９Ｆは、１つの例示的な実施例に係る別の物体識別装置のブロック図であり、図９Ｆ
に示されたように、上記図８に示された実施例を基礎にして、表示モジュール８２は、
　識別待ち物体の局部、または全部を拡大表示するように構成される第１の表示サブモジ
ュール８２４、または
　識別待ち物体を点滅表示するように構成される第２の表示サブモジュール８２５を含ん
でもよい。
【０１０１】
　図１０は、１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別装置のブロック図であり、
図１０に示されたように、当該物体識別装置は、獲得モジュール９１と送受信モジュール
９２を含む。
【０１０２】
　獲得モジュール９１は、目標物体情報を獲得するように構成される。
【０１０３】
　送信モジュール９２は、ウェアラブル機器に獲得モジュールにより獲得された目標物体
情報を送信して、ウェアラブル機器が目標物体情報に基づいて識別待ち物体を確定し、予
め設定された条件を満足する場合、識別待ち物体を位置決定し、識別待ち物体を強調表示
するように構成される。
【０１０４】
　図１１Ａは、１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別装置のブロック図であり
、図１１Ａに示されたように、上記図１０に示された実施例を基礎にして、獲得モジュー
ル９１は、
　現在の視野範囲内の物体情報をスキャンするように構成されるスキャンサブモジュール
９１１、及び、
　スキャンサブモジュール９１１がスキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている
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目標物体情報表にあるか否かを確認し、ある場合、物体情報が目標物体情報であると確認
するように構成される確認サブモジュール９１２を含む。
【０１０５】
　図１１Ｂは、１つの例示的な実施例に係るさらに別の物体識別装置のブロック図であり
、図１１Ｂに示されたように、上記図１１Ａに示された実施例を基礎にして、獲得モジュ
ール９１は、
　スキャンして獲得した物体情報が予め記憶されている目標物体情報表にあるか否かを確
認サブモジュール９１２が確認する前に、識別待ち物体とマッチングする物体情報が含ま
れている目標物体情報表を受信して記憶するように構成される記憶サブモジュール９１３
をさらに含んでもよい。
【０１０６】
　上記実施例の装置において、その各モジュールが動作を行う具体的な方式は、既に関連
する方法実施例で詳しく説明したので、ここで詳細な説明をしない。
【０１０７】
　図１２は、１つの例示的な実施例に係る物体識別用装置のブロック図である。例えば、
装置１２００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信装置、
ゲームコンソール、タブレット装置、医療設備、フィットネス装置、ＰＤＡ、スマートメ
ガネ又はカメラなどである。
【０１０８】
　図１２を参照すると、装置１２００は、プロセスアセンブリ１２０２、メモリ１２０４
、電源アセンブリ１２０６、マルチメディアアセンブリ１２０８、オーディオアセンブリ
１２１０、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１２１２、センサアセンブリ１２１４、及び
通信アセンブリ１２１６のような１つ或いは複数のアセンブリを含んでもよい。
【０１０９】
　プロセスアセンブリ１２０２は、一般的には装置１２００の全体の動作を制御するもの
であり、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連す
る操作を制御する。プロセスアセンブリ１２０２は、１つ以上のプロセッサ１２２０を含
み、これらによって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップ
を実現するようにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ１２０２は、１つ以上のモジュ
ールを含んでプロセスアセンブリ１２０２と他のアセンブリの間のインタラクションを容
易にしてもよい。例えば、プロセスアセンブリ１２０２は、マルチメディアモジュールを
含んでマルチメディアアセンブリ１２０８とプロセスアセンブリ１２０２の間のインタラ
クションを容易にしてもよい。
【０１１０】
　メモリ１２０４は、各種類のデータを記憶することにより装置１２００の動作を支援す
るように構成される。これらのデータの例は、装置１２００において操作されるいずれの
アプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１２０４は、いずれかの種類の揮発性メモリ、不揮発
性メモリ記憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、Ｓ
ＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎ
ｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅ
ａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク
、或いは光ディスクである。
【０１１１】
　電源アセンブリ１２０６は、装置１２００の各アセンブリに電力を供給する。電源アセ
ンブリ１２０６は、電源管理システム、１つ或いは複数の電源、及び装置１２００のため
の電力の生成、管理、及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【０１１２】
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　マルチメディアアセンブリ１２０８は、上記装置１２００とユーザの間に１つの出力イ
ンタフェースを提供するスクリーンを含む。部分実施例において、スクリーンは、液晶モ
ニター（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを
含むことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入
力信号を受信することができる。タッチパネルは、１つ以上のタッチセンサを含み、タッ
チ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。上記タッチセ
ンサは、タッチ、或はスライド動作の境界だけでなく、上記タッチ、或はスライド操作に
係る継続時間、及び圧力も検出できる。部分実施例において、マルチメディアアセンブリ
１２０８は、１つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。装置１２００が、例
えば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメラ、及び／
又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリアカ
メラのそれぞれは、１つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を有
するものであってもよい。
【０１１３】
　オーディオアセンブリ１２１０は、オーディオ信号を入出力するように構成される。例
えば、オーディオアセンブリ１２１０は、１つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置１２００
が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある場合、
マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、
さらにメモリ１２０４に記憶されたり、通信アセンブリ１２１６を介して送信されたりす
る。部分実施例において、オーディオアセンブリ１２１０は、オーディオ信号を出力する
ための１つのスピーカーをさらに含む。
【０１１４】
　Ｉ／Ｏインタフェース１２１２は、プロセスアセンブリ１２０２と周辺インタフェース
モジュールの間にインタフェースを提供するものであり、上記周辺インタフェースモジュ
ールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタンは、
ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが、こ
れらに限定されない。
【０１１５】
　センサアセンブリ１２１４は、装置１２００に各方面の状態に対する評価を提供するた
めの１つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ１２１４は、装置１２００のＯ
Ｎ／ＯＦＦ状態、装置１２００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的
な位置決めを検出できる。また、センサアセンブリ１２１４は、装置１２００、或いは装
置１２００の１つのアセンブリの位置変更、ユーザと装置１２００とが接触しているか否
か、装置１２００の方位、又は加速／減速、装置１２００の温度の変化を検出できる。セ
ンサアセンブリ１２１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出す
るための近接センサを含んでもよい。センサアセンブリ１２１４は、撮影アプリケーショ
ンに適用するため、ＣＭＯＳ、又はＣＣＤ画像センサのような光センサを含んでもよい。
部分実施例において、当該センサアセンブリ１２１４は、加速度センサ、ジャイロスコー
プセンサ、磁気センサ、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【０１１６】
　通信アセンブリ１２１６は、装置１２００と他の機器の間に有線、又は無線形態の通信
を提供する。装置１２００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせの
ような、通信規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。１つの例示的な実施
例において、通信アセンブリ１２１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システ
ムからの放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。１つの例示的な実施例において
、上記通信アセンブリ１２１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むこ
とにより、近距離通信をプッシュする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄ
ｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａ
ｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎ
ｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）技術、及び他の技術に基づいて実現できる。
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【０１１７】
　例示的な実施例において、装置１２００は、１つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ 
Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａ
ｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品
によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【０１１８】
　例示的な実施例において、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記録媒体、
例えば命令を含むメモリ１２０４をさらに提供し、装置１２００のプロセッサ１２２０に
より上記命令を実行して上記物体識別方法を実現する。例えば、上記コンピュータ読取り
可能な非一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【０１１９】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を通じて、
本発明の他の実施形態を容易に得ることができる。本発明は、本発明に対する任意の変形
、用途、または適応的な変化を含み、このような変形、用途、または適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知の知識、または
通常の技術手段を含む。明細書と実施例は、ただ例示的なものであって、本発明の本当の
範囲と主旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【０１２０】
　本発明は、上記で記述し、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を離脱し
ない状況で、様様な修正と変更を実現できる。本発明の範囲は、添付される特許請求の範
囲のみにより限定される。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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